
議案第５０号 

 

　　　阪南市下水道条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例制定について 

 

　阪南市下水道条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定するものとする。 

 

 

令和７年８月２７日提出 

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠　　  

 

 

提案理由  

大阪広域水道企業団における料金の算定に係る運用施行日の変更に伴

う措置  
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阪南市下水道条例の一部を改正する条例の一部を改正する 

条例 

 

阪南市下水道条例の一部を改正する条例（令和６年阪南市条例第３７

号）の一部を次のように改正する。 

 

　附則ただし書中「令和８年４月１日」を「令和９年４月１日」に改め

る。 

 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。
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阪南市下水道条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 　　　附　則 

　この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。ただし、第１７条の改正規定は、令和９

年４月１日から施行する。

　　　附　則 

　この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。ただし、第１７条の改正規定は、令和８

年４月１日から施行する。
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